
 

 

 

稲 城 市 内 に お け る 墓 地 の 造 成 等 に 関 す る 基 準  

 

１ （ 趣 旨 ）  

こ の 基 準 は 、 稲 城 市 に お い て 墓 地 造 成 等 を 行 う 場 合 に 、 一 定 の 基 準 を 示 す も

の で あ る 。  

 

２ （ 事 業 を 制 限 す る 区 域 ）  

次 の 区 域 内 に お け る 墓 地 造 成 等 に つ い て は 、 原 則 と し て 認 め な い も の と す る 。 

⑴  都 市 計 画 法 で 定 め る 都 市 計 画 施 設 区 域 内  

⑵  土 地 区 画 整 理 法 に 基 づ く 計 画 区 域 内  

⑶  稲 城 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 土 地 利 用 基 本 方 針 で 示 す 、 コ ミ ュ ニ テ

ィ 保 全 緑 地 区 域 内  

⑷  市 街 化 調 整 区 域 内  

 

３ （ 稲 城 市 民 の 優 先 ）  

稲 城 市 民 を 優 先 的 に 使 用 で き る よ う に 努 め る も の と す る 。  

 

４ （ 関 係 法 令 ）  

本 事 業 を 行 う 場 合 は 、 関 係 法 令 等 を 遵 守 す る も の と す る 。  

 

 

付  則  

こ の 基 準 は 、 平 成 15 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 基 準 は 、 平 成 17 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 基 準 は 、 平 成 24 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ５ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



 

 

 

 

《 解   説 》  

 

１ （ 趣 旨 ）  

墓 地 造 成 等 と は 、 稲 城 市 墓 地 等 の 経 営 の 許 可 等 に 関 す る 条 例 第 ６ 条 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る 者 が 新 た な 土 地 の 権 利 及 び 使 用 権 を 取 得 し て 墓 地 の 造 成

等 を 行 う 場 合 。 ま た 、 既 存 の 内 墓 と 称 す る 個 人 の 墓 地 を 取 り 込 ん で 墓 地 の 造 成

を 行 う 場 合 を い う 。  

 

２ （ 事 業 を 制 限 す る 区 域 ）  

⑴  都 市 計 画 法 で 定 め て い る 都 市 計 画 施 設 区 域 内 と は  

・ 都 市 計 画 法 第 11 条 第 １ 項 に 掲 げ る 施 設 で 、 主 な 施 設 と し て 道 路 、 公 園 、

緑 地 、 河 川 、 汚 物 処 理 場 等  

⑵  土 地 区 画 整 理 法 に 基 づ く 計 画 区 域 内 と は 、 次 の 地 区 を 示 す 。  

・坂 浜 平 尾 土 地 区 画 整 理 事 業 計 画 区 域 内（ 稲 城 上 平 尾 土 地 区 画 整 理 事 業 区 域 、  

稲 城 小 田 良 土 地 区 画 整 理 事 業 区 域 を 除 く 。）  

⑶  稲 城 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 土 地 利 用 基 本 方 針 で 示 す 、 コ ミ ュ ニ テ ィ

保 全 緑 地 は 、 環 境 緑 地 と し て 保 全 す る 次 の 地 区 を 示 す （ 別 添 図 参 照 ）  

・ 稲 城 駅 南 側 で 、 東 側 を 南 山 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業 地 区 に 、 西 側 を 駒 沢 学 園

に 挟 ま れ た 地 区  

・ 稲 城 市 立 病 院 北 側 地 区  

 

 

 

 

 


